
 

 

 

次期社会資本整備重点計画に向けた基本的な考え方について 

 

都市において中長期にわたり整備・保全・管理していくべき「みどり」について、

以下の基本的な考え方に基づき、次期社会資本整備重点計画に係る検討を進めること

とする。 

 

１．新たな社会資本整備重点計画に対応し、重点的に整備・保全・管理を図る「みど

り」の分野とその目標 

 

①計画的に整備・保全・管理を推進すべき「みどり」の対象範囲について 

都市公園、道路、河川、港湾、広場等の公共空間の「みどり」から、都市緑地

法等による土地利用制限や契約・協定等によって担保されている民有の「みどり」

や農地、林地、社寺境内地など、社会資本の概念に相応しい「みどり」を、でき

る限り柔軟かつ広範にとらえて、これらを適切に整備・保全・管理するための方

策を総合的に講じる。 

 

②重点的に整備・保全・管理を推進すべき「みどり」の施策分野・領域について 

重点的に整備・保全・管理を推進すべき「みどり」の施策分野・領域を明確に

し、限られた財源の中で、効率的・効果的・重点的に事業等を推進するための施

策を講じる。 

また、効率的・効果的な整備・保全・管理を推進するために、他事業、他分野

等と積極的に連携を図る。 

・暮らし： 高齢者・障害者をはじめ誰にとっても優しい都市づくりに資する

「みどり」 
良好な子育て環境を形成する「みどり」 

・環 境：多様な生物との共生の基盤となる水とみどりのネットワーク 

地球温暖化対策、ヒートアイランド対策となる「みどり」 

・安 全：広域・地域防災拠点、避難地・避難路、帰宅困難者対策となる「み

どり」 
都市の防災機能を向上させる「みどり」 

・活 力：観光・地域振興へ寄与する「みどり」 
歴史的・文化的資源等の活用や良好な都市景観を形成する「みどり」 

 

③生活実感を反映した「みどり」の整備・保全・管理に係る指標について 

公的に担保されている緑地だけでなく、契約・協定等により担保されている民

有の緑地、建築敷地等における緑化など、さまざまな態様の「みどり」をできる
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限り柔軟かつ広範にとらえ、これらの整備・保全・管理の効果・成果が、満足度

や生活実感として反映されたわかりやすい指標を設定する。 

また、量だけでなく「みどり」の機能、内容、質を反映した指標を設定する。 

さらに地域の自主性・裁量性のある指標についても配慮するなど弾力的な運用

を可能とする。 

 

○都市における「みどり」の量を表す総合的な緑地率、緑被率など面積比率の

概念を導入した指標を検討。 

・暮らし：高齢者や障害者等に対応したバリアフリー化や誰にとっても優

しい都市の形成に資する「みどり」の機能・質の確保に着目し

た指標、健康増進の観点からの指標などを検討。 

・環 境：地球温暖化対策（CO2 吸収源対策）にかかる指標、生物多様性や

自然とのふれあいの基盤となる「水とみどりのネットワーク」

の形成にかかる指標などを検討。 

・安 全：広域避難地の整備率（広域避難困難人口の解消率）、延焼防止・

大気汚染軽減など災害等の軽減に着目した目標などを検討。 

・活 力：観光等の集客効果など、地域振興の寄与度、歴史的・文化的資

源を活用等にかかる指標などを検討。 

 

④「みどり」の整備・保全・管理の目標量について 

過去の都市計画審議会答申や「緑の政策大綱(平成６年建設省決定)」において

は、「１人当たり都市公園等面積 20 ㎡」や「市街地における永続性のある緑地

３割」を目標としてきたが、人口減少の局面を迎え、これからの集約型構造の都

市像、生活像をも踏まえた適切な目標量を設定する。 

・中長期的な見通し・目標量を設定し、この内数として次期重点計画（５年）

における達成度（達成目標）、アウトプット量を設定する。 

・例えば、中長期的（10 年程度）に完了（概成）させる「みどり」の政策分

野を「防災」とし、広域避難地の整備率 100％（広域避難困難人口の解消）

を目指すなど。 

 

２．持続可能な都市を構築するための、多様な主体の参加・連携による、多様な緑と

オープンスペースのあり方と整備・保全・管理の推進方策 

国や地方公共団体が行ってきた公園・緑地の整備・保全・管理に係る制度や事業

手法等にとどまらず、民有地を含めた幅広い「みどり」の分野・領域において、地

域住民、ボランティア、NPO、民間企業等の活動も含めて、これらの整備・保全・

管理を推進するための施策を幅広く展開する。 

・「みどり」の整備・保全・管理の手法に係る長期的な戦略 

・公共事業として実施する施策分野・領域における重点的な投資 



 

・多様な主体による多様な「みどり」の整備・保全・管理に対する総合的な支援

方策の充実 

・「みどり」の国民運動など、普及啓発の推進 

 

３．個性と魅力にあふれた活力ある美しい都市・地域・国土づくりを進めるための、

歴史的・文化的資源を活用した「みどり」のあり方と整備・保全・管理の推進方

策 

地域のシンボルや郷土の誇りとなり、観光振興や地域振興の核となる「みどり」

の存在は、美しい国づくり、観光立国実現等の礎ともなる地域社会の活力の拠点

である。 

こうした観点から特に、歴史的意義を有する建造物や遺構等が周囲の自然的環

境と一体をなして醸し出される歴史的風土としての「みどり」を適切に保全、活

用するための施策を幅広く展開する。 

 

４．ストックのもたらす効果を総合的に高めるための「みどり」のあり方と整備・保

全・管理の推進方策 

高度経済成長期の宅地造成等に伴い整備された多くの都市公園等が老朽化し、

今後、施設の更新が必要となってくる中、出来る限り更新コストの削減を図りつ

つ、一方で「みどり」のストックがもたらす効果を総合的に発揮させるための方

策を講じる。 

・都市の貴重な自然環境のインフラとしての「みどり」 

・良好な都市景観、季節感をもたらす存在としての「みどり」 

・環境学習、自然教育など学習の場としての「みどり」 

・市民参加、参画型社会形成の舞台としての「みどり」 

・中心市街地等、都市に生き生きとした活力をもたらす「みどり」 

・日常的なレクリエーションの場としての「みどり」 
・ストレスから癒される健康増進の場としての「みどり」 

 


